


 

表に示したロットについては室温での有効期間を３年から４年に延長する

ことが可能と判断いたしました。 

 

（２）見分け方及び取扱いについて 

使用期限が令和７年（2025 年）３月（2025.03 と表示）までとなっている

製剤については、有効期間を３年として外箱に印字されているものですの

で、変更後の使用期限は下表に記載のとおり、印字されている使用期限より

１年長いものとして取り扱って差し支えありません。なお、製造販売業者に

よると、現在国内で流通している製剤はすべてこのロットであり、今後、本

剤の新たな出荷の予定はないとされています。 

 

ロット No 
印字されている使用期限 

（有効期間３年のもの） 

使用して差し支えない期限 

（有効期間１年延長後） 

P002H 2025.03 2026.03 

 

 

以上 

  



 

別記 

 

公益社団法人日本医師会 

公益社団法人日本薬剤師会 

一般社団法人日本病院会 

公益社団法人全日本病院協会 

一般社団法人日本医療法人協会 

一般社団法人日本肝臓学会 

一般財団法人日本消化器病学会 

 


